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（
削
る
）

⑴

一
週
間
に
二
日
を
限
度
と
し
て
個
別
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実

施
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

⑵

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
こ
と

(Ⅰ)

(Ⅳ)

。

ロ

認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算

次
に
掲
げ
る

ロ

認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算

次
に
掲
げ
る

(Ⅱ)

(Ⅱ)

基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ

⑶

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

イ
又
は
ロ
若
し
く
は

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
を

ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
こ
と

(Ａ)

(Ｂ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)

算
定
し
て
い
る
こ
と
。

。

二
十
八

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ

二
十
八

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
の
基
準

テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ

ニ

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
加
算

イ
又
は
ロ
若
し
く
は

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
を
算
定

ジ
メ
ン
ト
加
算

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

(Ａ)

(Ｂ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)

し
て
い
る
こ
と
。

ホ

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
又
は
医
師
の
指
示
を

（
新
設
）

受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
当
該
利
用

者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
生
活
行
為
に
関
す
る
評
価
を
お
お
む
ね
一
月
に
一

回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。

二
十
九

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
準

二
十
九

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

利
用
者
ご
と
の
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
利
用
者

ハ

利
用
者
ご
と
の
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
い
管
理
栄
養
士
等
が
栄
養
改
善
サ

の
居
宅
を
訪
問
し
、
管
理
栄
養
士
等
が
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
栄
養
状
態
を
定
期
的
に
記

る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
栄
養
状
態
を
定
期
的
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
。

録
し
て
い
る
こ
と
。

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

(
略
）

三
十

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
基
準

三
十

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
基
準

く

う

く

う

第
二
十
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
⑶
中
「

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。


